海田町建設工事現場代理人及び主任技術者兼務の取扱いに関する基準

（目的）

第１条　この基準は，海田町建設工事執行規則（平成９年海田町規則第４号。以下「規則」という。）第２１条第３項についての基準を定め，現場代理人及び主任技術者（以下「現場代理人等）という。）の常駐義務を緩和し他の公共工事の現場代理人等と兼務を認めることで，受注機会の確保を図ることを目的とする。
（現場代理人等兼務の要件）

第２条　海田町が発注する建設工事（以下「工事」という。）において，現場代理人等の常駐義務を緩和し，他の公共工事の現場代理人等と兼務をすることができる工事は，別表に掲げるとおりとする。
（申請）

第３条　現場代理人等の兼務をしようとする受注者は，現場代理人等兼務申請書（様式第１号）により必要な資料を添付して，町長に提出しなければならない。
（審査及び承認等の通知）

第４条　前条の規定により申請があった場合は，この内容について財政経営課長及び工事担当課長が審査し，現場代理人等の兼務について承認の適否を決定し，財政経営課長は，現場代理人等兼務承認書（様式第２号）または現場代理人等兼務非承認書（様式第３号）により，前条の受注者に通知しなければならない。

（現場代理人等の兼務を承認しない場合）
第５条　次の各号のいずれかに該当するときは，現場代理人等の兼務（以下「兼務」という。）を承認しないものとする。
⑴　工事内容，工事現場の条件等から兼務が困難と認められるとき。
⑵　兼務前の工事施工において，工事現場の管理体制が良好でない等により，兼務することが適当でないと認められるとき。
⑶　前年度の完成工事において，工事成績評定点が６５点未満のものがあったとき。
（協議）

第６条　工事を監督する職員は，第４条の規定により承認した受注者（以下「当該受注者」という。）と，兼務の実施について必要な事項を定めるため協議を行う。

（現場代理人等の変更及び兼務の中止）

第７条　やむを得ない理由により現場代理人等の変更又は兼務の中止をしようとする場合は，あらかじめ工事担当課長と協議し，文書により，財政経営課長に通知しなければならない。

（承認の取消し）

第８条　当該受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は，承認を取り消すものとする。
⑴　兼務する工事において，予期しない事態が生じたため，兼務を継続することが不適当と認められる場合

⑵　この基準の規定に違反していると認められる場合

⑶　偽りその他不正な手段により承認を得たと認められる場合
２　前項の規定により承認を取り消すときは，現場代理人等兼務承認取消書（様式第４号）により当該受注者に通知する。

　（変更契約時の取り扱い）

第９条　現場代理人等は，兼務する工事が設計変更により，請負金額が別表に掲げる兼務制限の区分を超えて変更となった場合は，前条第１号の規定により兼務の承認を取り消すものとする。
（委任等）

第１０条 この基準に定めるもののほか，この基準の施行について必要な事項は，町長が別に定める。

附 則

この基準は，平成２４年８月１日から施行する
附 則

この基準は，平成２８年６月１日から施行する。

附 則

この基準は，令和５年１月１日から施行する。

附 則

この基準は，令和６年１０月１日から施行する。

附 則

この基準は，令和７年１１月１日から施行する。

別表（第２条，第９条関係）
	主任技術者
	現場代理人

	請負対象設計金額（税込）
	兼務制限
	請負金額
（税込）
	兼務制限

	1億円以上
（2億円以上）
	兼務不可

	1億円以上
（2億円以上）
	同左

	4500万円以上
1億円未満
（9000万円以上 
2億円未満）
	２件以内
〇安芸郡４町内で密接な関係があり，相互の間隔が１５㎞程度以内の公共工事に限る

〇災害復旧工事を含む場合は，密接な関係があり全ての工事箇所の間隔が２５㎞程度の公共工事に限り５件以内
〇監理技術者制度運用マニュアルにいう専任特例１号の条件を満たす場合にも兼務を可とする。

※監理技術者を配置した工事での場合は兼務不可
	4500万円以上
1億円未満
（9000万円以上
2億円未満）
	同左

	500万円以上
4500万円未満
（1500万円以上9000万円未満）
	５件以内
〇安芸郡４町内の工事に限る

※災害復旧工事を除く
	4500万円未満
（9000万円未満）
	５件以内
〇安芸郡４町内の公共工事に限る

※災害復旧工事を除く

	500万円未満
（1500万未満）
	兼務制限なし
	
	


兼務制限の件数は，最終的に配置される工事件数（主任技術者又は現場代理人として配置されている工事（主任技術者と現場代理人を兼務している場合も含む。）を１件とする。）の合計であり，兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要する。
（注）
１　密接な関係とは，工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事（資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む）をいう。
２　工事には，公共工事以外の工事も含む。
３　海田町が業務として発注し工事との兼務を認めている道路維持修繕業務委託（路線委託）に係る主任技術者等についても，災害復旧工事と同様に兼務制限の件数から除く扱いとする。

４　兼務制限の件数から除く災害復旧工事に係る主任技術者等については，他の工事の現場代理人と兼務する場合に行っている発注者双方の兼務承認の手続きを不要とする。
５　請負対象設計金額等のカッコ内の金額は建築一式工事における金額である。
